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Ⅰ
事業の内容
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Ⅰ-1 本事業の目的
【物流拠点機能強化支援事業費補助金】

• この補助金は、災害時のサプライチェーンの確保と災害対応能力強化のために倉庫事業者や物流不動産開発
事業者等が行う非常用電源設備の導入や、ラストマイルにおける円滑な支援物資輸送体制の構築・強化を促
すために地方公共団体と物流事業者等の官民が連携して行う支援物資輸送訓練（以下「間接補助事業」と
いう。）に要する経費の一部を補助する事業に補助金を交付することにより、災害時や電力不足時における電
源機能の維持や各地域の実情に応じた災害時の円滑かつ迅速な支援物資輸送体制の確保を図ることを目的
としている
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Ⅰ-1 本事業の目的
【災害時の支援物資輸送体制構築促進事業】
• 災害が激甚化・頻発化している中、災害時等における円滑かつ迅速な支援物資輸送体制を確保することが必
要だが、令和６年１月の能登半島地震においても、業務に携わる地方公共団体職員のノウハウの欠如等により、
広域物資拠点から先の避難所までのラストマイルにおける支援物資の輸送や保管が混乱し、支援物資が届かな
いなどの課題が顕在化した。

• この事業は、災害時のラストマイルにおける円滑な支援物資輸送体制の構築・強化を促すため、地方公共団
体・物流事業者等の官民が連携して行う支援物資輸送訓練に要する経費の一部を支援することにより、各地
域の実情に応じた災害時の円滑かつ迅速な支援物資輸送体制を維持・確保することを目的としている。
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Ⅰ-2 補助対象事業者の要件
• 本事業の補助対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する者で構成される協議会等

• 少なくとも都道府県、市区町村、物流事業者の３者が構成員となっていれば、協議会の形式は問わない
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Ⅰ-3 本事業のスキーム

• 本事業において補助対象事業を実施する者を「間接補助事業者」として、物流拠点強化支援事業費補助金
事務局（以下、事務局）へ申請し、交付決定交付決定を受けた後、協議会等が災害時の支援物資輸送訓
練を実施する
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Ⅰ-4 補助対象事業
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Ⅰ-5 補助対象期間
• 交付決定年月日を補助対象事業の開始年月日とする

• 補助対象経費の支払方法は、金融機関による振込とする  

• 補助金の額の確定は、受理した実績報告書から順次行うため、事業完了後に速やかに提出  

• やむを得ない理由により事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに報告し、指定された書類を提出
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Ⅰ-6 補助対象事業経費

表Ⅰ

• 補助対象となる経費は表Ⅰのとおり
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Ⅰ-6 補助対象事業経費

• 以下の経費は、補助対象外になる
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Ⅰ-7 補助率及び補助金上限額
• 補助率、補助金上限額は表Ⅱのとおり
• なお、申請が予算額を上回った場合や完了実績報告の審査結果により、要望額全てに対して交付しない場合があ
る

• なお、申請が予算額を上回った場合は、事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫
が見られる申請に対して、優先して配分をする場合がある

• また、災害時や電力不足時における電源機能の維持や各地域の実情に応じた災害時の円滑かつ迅速な支援物資
輸送体制の確保をする目的を達成するため、国土強靱化地域計画に本事業が位置付けられている場合は、優先
的に採択される

表Ⅱ
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Ⅱ
申請方法
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Ⅱ-1 公募期間

• 公募期間は令和8年5月22日(金)から令和8年9月30日(水)必着

• 公募情報は、国土交通省Webサイト、物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局（執行団体：NTT
データ経営研究所）Webサイトに掲載するため確認

• 申請書類は公募期間内に必ず到着するよう、余裕をもって提出
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Ⅱ-2 事業実施スケジュール
• 公募期間中に申請書類を準備し、申請手続きを行う（申請から順次審査を行い、交付決定を通知する）

• 交付決定後、契約・発注を経て事業を開始し、事業完了は遅くとも令和9年2月10日とする

• 事業完了日から30日以内または令和9年2月10日のいずれか早い方までに実績報告書を提出し、額の確定通
知後に補助金が支払われる
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Ⅱ-3 申請方法
• 国土交通省Webサイト、物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局Webサイトに掲載されている公募要領、
交付規程、申請様式を確認

• 物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局Webサイトから様式をダウンロードして申請書・添付資料を準備
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Ⅱ-4 申請先

• 公募期間内に申請書類一式を郵送もしくは電子メールにて提出
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Ⅱ-5 申請時提出書類一覧

1/2 2/2
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Ⅱ-6 審査及び交付決定

• 審査は交付申請書類に基づいて行う。

• 必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがある

• 交付決定は交付決定通知書（第2号様式）により申請者に通知する 

• 「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」に基づき、交付決定内容（補助金交付先名、交付決定
額）の公表を行う
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Ⅲ
事業の実施
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Ⅲ-1 補助事業の開始と契約・発注
• 補助事業の開始、契約・発注方法は下記のとおり
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Ⅲ-2 計画変更と事故報告
• 補助対象事業の計画変更・中止・廃止と事故報告については下記のとおり
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Ⅲ-3 中間報告・中間現地確認

• 補助対象事業者に対して、補助対象期間における事業の適正な執行状況及び進捗状況を確認するため、
中間報告を求めることがある

• 補助対象事業者は、国土交通省が別に定める期日までに使用状況報告書（様式8）及び補助対象経
費に応じた提出書類を提出すること

• 中間報告時に支払いが完了していない場合は、実績報告時に提出すること  

• 提出された中間報告書類については、その内容を確認することを目的とし、補助事業で使用する資機材等
を導入及び稼働している現地にて調査を実施する場合がある
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Ⅲ-4 補助対象事業の完了、アンケート・ヒアリング
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Ⅲ-5 実績報告から補助金支払いまで
• 実績報告から補助金の支払いまでの流れは、以下のステップで進む
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Ⅲ-6 補助金支払い以降の義務
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Ⅳ
実施報告等の方法
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Ⅳ-1 中間報告の方法
• 事務局が指示する期日までに、「物流拠点機能強化支援事業費補助金に係る補助事業経費の使用状況報
告書」（様式8）及び補助対象経費に応じた提出書類を提出

• 中間報告時に支払いが完了しておらず、振込明細書（写）が提出できない場合は必ず事務局まで連絡
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Ⅳ-2 実績報告時の提出資料
• 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は令和９年2月10日（水）のいずれか早い日ま
でに以下の資料を提出
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Ⅳ-2 実績報告時の提出資料
• 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は令和９年2月10日（水）のいずれか早い日ま
でに以下の資料を提出



31

Ⅳ-2 実績報告時の提出資料
• 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は令和９年2月10日（水）のいずれか早い日ま
でに以下の資料を提出
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Ⅳ-2 実績報告時の提出資料
• 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は令和９年2月10日（水）のいずれか早い日ま
でに以下の資料を提出
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Ⅳ-3 実績報告の提出先・お問合せ窓口
• 実績報告の提出先・お問合せ窓口は下記のとおり
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